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  規　　　　　則  

　知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第73号

　　　知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則
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　知事の権限に属する事務の委任に関する規則（昭和41年９月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

　別表総合支庁長又は自動車税事務所長の項第１項第１号イ中「第９項」を「第10項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成16年１月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第74号

　　　山形県財務規則の一部を改正する規則

　山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第２項出納員に委任する事項の欄第３号イ中「利子等に係る県民税及び」を「利子等、特定配当等及び

特定株式等譲渡所得金額に係る県民税並びに」に改め、同号ロ中「利子等」を「利子等、特定配当等及び特定株式

等譲渡所得金額」に、「、県たばこ税及び」を「並びに県たばこ税並びに」に改め、同号ニ中「利子等に係る県民

税及び」を「利子等、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税並びに」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成16年１月１日から施行する。

  告　　　　　示  

山形県告示第1129号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の10第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1130号

　結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第１項の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

指定年月日児童居宅支援の種類事業所の名称及び所在地
指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成15年11月26日児童居宅介護

げんきケアステーション

天童市天童中二丁目１番１

号101

天童総合企画株式会社

天童市大字山元995番地の１

平成15年11月27日児童デイサービス
特定非営利活動法人光の子

鶴岡市大塚町28番40号Ｅ

特定非営利活動法人光の子

鶴岡市大塚町28番40号Ｅ

平成15年12月１日児童デイサービス

特定非営利活動法人くれよ

んはうす

新庄市金沢1439番地22

特定非営利活動法人くれよ

んはうす

新庄市金沢1439番地22

平成15年12月１日児童短期入所

児童短期入所事業所こすも

すの家

東根市大字野川2074番地の

103

社会福祉法人東根福祉会

東根市大字野川2074番地の

99

平成15年12月１日児童短期入所

児童短期入所事業所大けや

きの家

村山市楯岡新町三丁目２番

１号

社会福祉法人東根福祉会

東根市大字野川2074番地の

99
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山形県告示第1131号

　結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第４項の規定により、次の指定医療機関は、その指定を辞退した。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

 

指 定 年 月 日　　所 在 地　　　　指 定 医 療 機 関 の 名 称　　

平成15. 6. 2鶴岡市泉町４番地の８イエロー・グリーン薬局つるおか店

同　　  7.16西村山郡西川町大字海味475番地髙 取 薬 局

同　　  8. 4鶴岡市若葉町23番地の６あ お ぞ ら 調 剤 薬 局

同　　  8.20最上郡舟形町舟形352番地の10舟 形 調 剤 薬 局

同　　  9.11長井市成田1621番地医療法人　吉 川 医 院

同　　  9.19上山市金生一丁目15番10号新 田 ク リ ニ ッ ク

同　　  9.22米沢市中央七丁目４番46号有限会社　山 本 調 剤 薬 局

同　　 10. 1西置賜郡飯豊町大字椿3642番地飯 豊 町 国 民 健 康 保 険 診 療 所

同酒田市東大町三丁目38番３号岡 田 内 科 循 環 器 科 ク リ ニ ッ ク

同鶴岡市本町二丁目６番30号医療法人弘永会　斎 藤 内 科 医 院

同　　 10. 4鶴岡市大字辻興屋字三丁場23番地の13イエロー・グリーン薬局にしごう店

同　　 10. 9酒田市相生町二丁目５番地43号さ く ら 薬 局

同酒田市亀ヶ崎三丁目２番地５号さ つ き 薬 局

同酒田市亀ヶ崎七丁目１番地33号た ぶ の 木 薬 局

同鶴岡市みどり町32番地の55み ど り 町 薬 局

同飽海郡平田町大字砂越字粕町100番地の１ひ ら た 町 調 剤 薬 局

同　　 10.11南陽市島貫599番地の７あ か ゆ 調 剤 薬 局

辞 退 の 効 力

発 生 年 月 日
　　所 在 地　　　　指 定 医 療 機 関 の 名 称　　

平成15. 7. 8酒田市千石町二丁目15番29号セ ン ト ラ ル 薬 局 酒 田 店

同　　  8.15　　　　　　　　　　　　土 　　　　門　　　　　医　　　　 院　飽海郡遊佐町大字庄泉字開元65番地
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山形県告示第1132号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1133号

　県営土地改良事業の施行に伴う工事を次のとおり完了した。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1134号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定で

ある旨の通知があった。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　保安林予定森林の所在場所

　　西田川郡温海町大字菅野代字沢口・川内（以上２字国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　保安林指定の目的

　　水源のかん養

３　指定施業要件

　 　立木の伐採の方法

　　イ　次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

　　　　字沢口・川内（以上２字について次の図に示す部分に限る。）

　　ロ　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字沢口・川内（以上２字について次の図に示す部分に限る。）

　　ハ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ニ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ホ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　 　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

同　　  9.11長井市成田1621番地吉 川 医 院

同　　 10. 1酒田市東大町三丁目38番３号岡 田 内 科 循 環 器 科 ク リ ニ ッ ク

同鶴岡市本町二丁目６番30号齋 藤 内 科 医 院

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成15．11.28福 祉 用 具 貸 与

株式会社サンクス山形営業所

東田川郡余目町大字余目字舘之内41番地

３

株式会社サンクス

長野県飯田市上殿岡372番地

２

工 事 完 了 年 月 日地　　　　　区　　　　　名事　　　　　　　　業　　　　　　　　名

平成15年４月23日西 荒 瀬ほ 場 整 備 事 業
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　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を農林水産部森林課及び温海町役場に備え

置いて縦覧に供する。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1135号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、地域振興整備公団山形

総合開発事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　公共測量を実施する地域

　　山形市大字松原地域

２　公共測量を実施する期間

　　平成15年12月10日から平成16年３月26日まで

３　作業の種類

　　公共測量（３級基準点測量、４級基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1136号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　狸森上山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1137号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　長岡中山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

70
11.0～

  4.0
旧

上山市鶴脛町二丁目717番１から

同　　　　　　　　378番５まで

同　上
23.4～

11.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

340
13.0～

  7.0
旧

天童市大字寺津字舟町50番３から

同　　　　　　　　　29番５まで

同　上
13.0～

  7.0新

同　　　　　　　　　　　　　　　　上

415
  7.0～

  3.0
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル メートル

メートル



山　　形　　県　　公　　報 第1500号平成15年12月12日（金曜日）

1376

山形県告示第1138号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　路　　線　　名　　長岡中山線

２　供用開始の区間　　天童市大字寺津字舟町50番３から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　29番５まで

３　供用開始の期日　　平成15年12月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1139号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成15年11月11日　　指令村総建第5019号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　上山市金瓶字水上206－１の一部、207の一部

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　山形市桜田西一丁目10番37－102号

　　伊藤　毅亦　　伊藤　さおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1140号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部西村山総務建築課及び河北町役場において縦覧に供する。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　指定の番号　　私道村総西建第200号

２　指定の場所　　西村山郡河北町大字吉田字霊堂577－１、577－８

３　道路の現況　　幅員　6.00メートル

　　　　　　　　　延長 39.01メートル

４　指定年月日　　平成15年12月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1141号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　路　　線　　名　　曲川新庄線

２　供用開始の区間　　新庄市常葉町866番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　874番35まで

３　供用開始の期日　　平成15年12月12日
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山形県告示第1142号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　路　　線　　名　　最上小野田線

２　供用開始の区間　　最上郡最上町大字満沢字高田375番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　字市ノ沢1840番56まで

３　供用開始の期日　　平成15年12月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1143号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　板谷米沢停車場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1144号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　路　　線　　名　　板谷米沢停車場線

２　供用開始の区間　　米沢市福田町一丁目1657番１から

　　　　　　　　　　　同　　相生町1769番７まで

３　供用開始の期日　　平成15年12月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1145号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧に供す

る。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　路　　線　　名　　板谷米沢停車場線

２　供用開始の区間　　米沢市福田町一丁目1657番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　1648番５まで

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

226
10.0～

  7.8
旧

米沢市福田町一丁目1657番１から

同　　　　　　　　1648番５まで

同　上
16.6～

  7.8新

同　　　　　　　　　　　　　　　　上

329
48.8～

  7.8

米沢市福田町一丁目1657番１から

同　　相生町1769番７まで

メートルメートル

メートル メートル

メートル
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３　供用開始の期日　　平成15年12月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1146号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧

に供する。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　米沢飯豊線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1147号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧

に供する。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　玉川沼沢線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第1148号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成15年12月12日から同年12月25日まで縦覧

に供する。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　 　路　　線　　名　　米沢飯豊線

　　 　供用開始の区間　　西置賜郡飯豊町大字高峰字宇津川17番８から

　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　大字手ノ子字町屋敷一1242番１まで

　　 　供用開始の期日　　平成15年12月12日

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

567
58.3～

25.0
旧

西置賜郡飯豊町大字高峰字宇津川17番８から

同　　　　　　大字手ノ子字町屋敷一1242番１まで

同　上
39.0～

19.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

340
15.3～

  6.2旧

西置賜郡小国町大字白子沢字西ノ原505番１から

同　　　　　　　　　　　字寺屋敷添295番８まで

398
57.5～

  4.0
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

340
15.3～

  6.2新

同　　　　　　　　　　　　　　　　上

318
42.5～

13.0
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル メートル

メートル メートル

メートルメートル
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２　 　路　　線　　名　　玉川沼沢線

　　 　供用開始の区間　　西置賜郡小国町大字白子沢字大橋元416番１から

　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　字寺屋敷添295番８まで

　　 　供用開始の期日　　平成15年12月12日

３　 　路　　線　　名　　五味沢小国線

　　 　供用開始の区間　　西置賜郡小国町大字越中里字返栗428番２から

　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　字沢口266番まで

　　 　供用開始の期日　　平成15年12月12日

４　 　路　　線　　名　　長井大江線

　　 　供用開始の区間　　西置賜郡白鷹町大字鮎貝字神明二2529番１から

　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　字新町尻二3184番２まで

　　　　　　　　　　　　　西置賜郡白鷹町大字箕和田字水上1481番１から

　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　字欠ノ下675番３まで

　　 　供用開始の期日　　平成15年12月12日

  公　　　　　告  

　電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第34条第１項の規定により、次の

とおり指定認証機関に認証事務を行わせることとした。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　指定認証機関の名称　財団法人自治体衛星通信機構

２　認証事務を行わせることとした日　平成15年12月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　申請のあった年月日

　　平成15年11月27日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　 　名　　称

　　　特定非営利活動法人森の子会

　 　代表者の氏名

　　　我妻　寿光

　 　主たる事務所の所在地

　　　山形県米沢市万世町牛森4172番地の６

　 　定款に記載された目的

　　　　この法人は、乳幼児、児童、高齢者、知的及び身体障害者に対して、子どもの健全育成を図る事業、及び

生活の自立を図り、職業能力の開発を支援する事業を行い、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を

地域社会において営むことができるよう支援し、幸せな生きがいのある生活の確立に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のとお

り行う。

　　平成15年12月12日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄
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(注)　｢収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　 　同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　 　控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　 　扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　 　入居者又は に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障害

者である場合には、400,000円）

　 　入居者又は同居親族に老年者がある場合には、その老年者１人につき　500,000円（その者の所得金額が

500,000円未満である場合には、当該所得金額）

　 　入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の所

得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の から に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただ

し、１の表の「摘要」の欄に「単身可」と記載のある県営住宅については、身体上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると

認められる者以外の者は、 を除く。

　 　現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　 　その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

 　入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　 　入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　 　入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２の

特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第一款症であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生大

臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　 　現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯又は多子世帯

　で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

 　申込期間　　平成15年12月17日から12月23日まで（12月22日(月)は休館日となります）（受付時間　AM10:00

～PM4：30)(ただし、郵送の場合は、平成15 年12月23日までの消印のあるものに限り有効とする｡)

　 　申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター

５　入居の時期　　平成16年２月１日
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